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工 事 請 負 変 更 契 約 要 項 

 

１ 工 事 番 号  第３－３－１２－１６号 

２ 工 事 名  旧荒尾競馬場スタンド解体工事 

３ 工 事 場 所  荒尾市宮内出目地内 

４ 施 工 理 由  旧荒尾競馬場のスタンド施設を解体し、荒尾都市計画事業南新

地土地区画整理事業における基盤整備を推進するため。 

５ 工 事 概 要  旧荒尾競馬場のスタンド施設（構造：鉄筋コンクリート造等地

上３階・地下１階建、延べ床面積：１０，５６４．７０㎡）等

の解体工事の施工 

６ 契約の相手方  熊本市南区野田３丁目１３番１号 

前田・橋本建設工事共同企業体 

代表者 株式会社前田産業 

代表取締役 木村 洋一郎 

７ 契 約 工 期  令和４年９月９日から令和５年１０月３１日まで 

８ 仮契約締結日  令和５年５月２４日 

９ 変 更 理 由  当初設計では予見できなかった地下水の湧水や浄化槽の埋設

が確認されたことから、現場条件に適応する杭抜き工法の採

用、浄化槽撤去等の必要が生じたため。 

10 変 更 事 項  契約金額 変更前 ３８５，０００，０００円 

               変更後 ４６１，８７３，６９６円 

 

議第39号資料
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荒尾市温浴・宿泊施設の誘致に関する条例の制定について（概要） 

 

１ 制定理由 

  南新地地区のまちづくりのコンセプトである「ウェルネス」を実現するために

必要不可欠な温浴施設及び宿泊施設を誘致するに当たり、雇用促進補助金及び

投下固定資産取得費補助金を創設することで、南新地地区への誘致を促進し、雇

用創出、税源涵
かん

養効果及び交流人口拡大を図り、新しいまちづくりに向け都市機

能の充実を実現するための条例を制定するものである。 

 

２ 制定内容 

補助対象施設 

南新地土地区画整理事業地内に新設する次の施設 

 ⑴ 温浴施設 

 ⑵ 宿泊施設 

補助要件 

次の要件のいずれにも該当するもの 

 ⑴ 新規雇用者 ５人以上 

 ⑵ 投下固定資産額（土地取得費を除く。） １億円以上 

雇用促進補助金 

市内在住の新規雇用者数×３０万円 

（上限額１，５００万円） 

※常用雇用者（雇用保険加入者を含む。）以外の者は１５万円 

投下固定資産 

取得費補助金 

投下固定資産額（土地取得費を除く。）×１０％ 

（上限額５，０００万円） 

 

 

３ 施行期日 

  公布の日 

議第40号資料
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荒尾駅周辺地区バリアフリー基本構想策定協議会条例の制定について（概要） 
 

１ 制定の趣 旨 

荒尾市の中心拠点の一つである荒尾駅周辺地区の再生

に向けて地域住民と一体で検討を行う中で、同地区にお

けるバリアフリー化推進の必要性を確認した。 

同地区のバリアフリー化に向けてバリアフリー基本構

想を策定するに当たって必要な事項を調査審議するた

め、荒尾駅周辺地区バリアフリー基本構想策定協議会を

設置する。 

２ 概 要 

【組織】 

・名称   荒尾駅周辺地区バリアフリー基本構想策定

協議会 

・所掌事務 次の事項について調査審議する。 

     ⑴ 荒尾駅周辺地区におけるバリアフリー基

本構想の策定に関する事項 

     ⑵ 荒尾駅周辺地区における移動等円滑化に

関し必要な事項 

・事務局  地域振興部都市計画課 

 

【委員】 

・人数 １５人以内 

・構成 ⑴ 学識経験者 

⑵ 公共交通事業者 

⑶ 関係行政機関の職員 

⑷ 関係団体の代表者等 

⑸ 地域住民の代表者等 

⑹ 市職員 

⑺ その他市長が必要と認める者 

・任期 委嘱又は任命の日から基本構想の策定が完了した

日まで 

３ 施 行 期 日 公布の日 
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荒
尾
市
指
定
管
理
候
補
者
選
定
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
表
 

 

現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

（
庶
務
）
 

（
庶
務
）
 

第
８
条
 
委
員
会
の
庶
務

は
、
総
務
部
公
共
施
設
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
推
進
室
に
お

い

て
処
理
す
る
。
 

第
８
条
 
委
員
会
の
庶
務
は
、
総
務
部
財
政
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附
 
則
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
の
条
例
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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荒
尾
市
議
会
議
員
、
委
員
、
立
会
人
等
の
議
員
報
酬
、
報
酬
等
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
表
 

 

現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）
 

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）
 

 
報
酬
 

 
 

報
酬
 

 

 
区
分
 

 
略
 

 
 
 
 
 

農
業
委
員
会
 

 
略
 

 
 

区
分
 

 
略
 

 
 
 
 
 

農
業
委
員
会
 

 
略
 

 

 
報
酬
の
額

の
基
礎
 

 
略
 

月
 

 
略
 

 
略
 

 
 

報
酬
の
額

の
基
礎
 

 
略
 

月
 

 
略
 

 
略
 

 

 
報
酬
の
額
 
 
略
 

会
長
 

 
略
 

 
略
 

 
 

報
酬
の
額
 
 
略
 

会
長
 

 
略
 

 
略
 

 

 
4
1
,
1
0
0
円
 

 

 
 

4
1
,
1
0
0
円
 

 

 
会
長
職
務
代
理
者
 

 
 

会
長
職
務
代
理
者
 

 

 
3
7
,
3
0
0
円
 

 

 
 

3
7
,
3
0
0
円
 

 

 
委
員
 

 
 

委
員
 

 

 
3
4
,
5
0
0
円
 

 

 
 

3
4
,
5
0
0
円
 

 

 
農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
 

 
 

農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
 

 

 
2
5
,
0
0
0
円
 

 

 
 

3
4
,
5
0
0
円
 

 

備
考
 
略
 

備
考
 
略
 

 
附
 
則
 

こ
の
条
例
は
、
令
和
５
年
７
月
2
0
日
か
ら
施
行
す
る
。
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荒
尾
市
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
表
 

 

現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

（
開
所
時
間
）
 

（
開
所
時
間
）
 

第
４
条
 
児
童
ク
ラ
ブ
の

開
所
時
間
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

当

該
各
号
に
定
め
る
と
お
り

と
す
る
。
た
だ
し
、
市
長

が
特
に
必
要
と
認
め
る
と

き
は
、
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
４
条
 
児
童
ク
ラ
ブ
の

開
所
時
間
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

当

該
各
号
に
定
め
る
と
お
り

と
す
る
。
た
だ
し
、
市
長

が
特
に
必
要
と
認
め
る
と

き
は
、
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
１
)
 
略
 

(
１
)
 
略
 

(
２
)
 
土
曜
日
 
午
前
８

時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
（

た
だ
し
、
小
学
校
の
授
業

日
に
当
た
る
日
は
、
小
学
校
の
授
業
終
了
後
か
ら
午
後
５
時
ま
で
と
す
る
。
）

(
２
)
 
土
曜
日
 
午
前
７

時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時

ま
で
（
た
だ
し
、
小
学
校

の
授
業
日
に
当
た
る
日
は

、
小
学
校
の
授
業
終
了
後

か
ら
午
後
５
時
ま
で
と

す
る
。
）
 

(
３
)
 
小
学
校
の
休
業
日

（
前
号
に
掲
げ
る
日
を
除

く
。
）
 
午
前
８
時
か
ら

午
後
７
時
ま
で
 

(
３
)
 
小
学
校
の
休
業
日

（
前
号
に
掲
げ
る
日
を
除

く
。
）
 
午
前
７
時
３
０

分
か
ら
午
後
７
時
ま
で
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附
 
則
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
の
条
例
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

議第44号資料

- 6 -



荒
尾
市
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
表
 

 

現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

（
定
義
）
 

（
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
条
例
に
お

い
て
、
次
の
表
の
左
欄
に

掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、

そ

れ
ぞ
れ
当
該
右
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

第
２
条
 
こ
の
条
例
に
お

い
て
、
次
の
表
の
左
欄
に

掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、

そ

れ
ぞ
れ
当
該
右
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

 
 
略
 

 
 

 
略
 

 

 
一
部
負
担
金
 

医
療
保
険
各
法
の
規
定
に
よ
り
、
保
険
給
付
を
受
け

る
者
が
負
担
す
べ
き
額
 

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
自
己
負
担
額
は
、

一
部
負
担
金
と
み
な
す
。
 

 
 

一
部
負
担
金
 

医
療
費
か
ら
当
該
医
療
費
に
係
る
医
療
保
険
各
法
の

規
定
に
よ
る
給
付
（
他
の
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
国
又

は
地
方
公
共
団
体
が
負
担
す
る
額
を
含
む
。
）
を
控
除

し
た
額
 

 

 
 

 
 

 
(
１
)
 
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的

に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
（
平
成
1
8
年
政
令

第
1
0
号
）
第
１
条
の
２
の
規
定
に
よ
る
育
成
医
療
、

更
生
医
療
及
び
精
神
通
院
医
療
 

 
 

 
 

 
(
２
)
 
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的

に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
7
0
条
の
規
定
に
よ
る
療

養
介
護
医
療
 

 
 

 
 

 
(
３
)
 
児
童
福
祉
法
（
昭

和
2
2
年
法
律
第
1
6
4
号
）
第
2
4

条
の
2
0
の
規
定
に
よ
る
障
害
児
入
所
医
療
及
び
同
法

第
2
1
条
の
５
の
2
8
の
規
定
に
よ
る
肢
体
不
自
由
児
通

所
医
療
 

 
 

 
 

 
 
略
 

 
 

 
略
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附
 
則
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
こ
の
条

例
は
、
公

布
の
日
か
ら
施

行
し
、
改

正
後
の
荒
尾
市

重
度
心
身

障
害
者

医
療

費
助

成
に

関
す

る
条
例

の
規
定

は
、

令
和

５
年
４

月
１
日

以
後

の
診

療
及
び

施
術
に
係
る
医
療
費

に
つ
い
て
適
用
す
る
。
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荒尾市いきいき産業立地促進条例の一部改正について（概要） 

 

１ 改正の趣旨 

  台湾の大手半導体メーカーである「ＴＳＭＣ」の菊陽町への進出に伴い、県内への企

業の進出が活発になっている。また、ＩＴ・情報通信系企業の地方進出も活発になって

いることから、本市としてもこれらを契機と捉え、成長産業の更なる立地を促進すると

ともに、雇用の創出及び税源涵
かん

養効果を高めることを目的として、企業立地優遇制度を

拡充するため、所要の改正を行うものである。 

 

２ 主な改正内容 

補助対象者の

要件・補助金

の種別 

現 行 改正後 

製造・運輸・情報サービス

業、学術研究機関 

製造業・物流施設 

関連業 
情報通信関連業 研究開発業 

要 件 

⑴ 投下固定資産額及

び用地取得費の合計

が1億円（増設は5千

万円）以上 

⑵ 新規雇用者数10人

（増設は5人）以上 

⑴ 投下固定資産額

及び用地取得費の

合計が1億円（増設

は5千万円）以上 

⑵ 新規雇用者数

5人（増設は3人）

以上 

⑴ 投下固定資産

額及び用地取得

費の合計が1千万

円以上 

⑵ 新規雇用者数

3人以上 

⑴ 投下固定資産

額及び用地取得

費の合計が3千万

円以上 

⑵ 新規雇用者数

3人以上 

⑴ 用地取得

費補助金 

用地取得費×25％ 

（上限1億3千万円） 
変更なし 

⑵ 雇用促進

補助金 

新規雇用者数×25万円 
新規雇用者数×30万円 

※常用雇用者（雇用保険加入者を含む。）以外の者は15万円 

上限3千万円 上限3千万円 上限1千万円 

⑶ 投下固定

資産取得費

補助金 

なし 

①投下固定資産額

×6％ 

①投下固定資産額

×10％ 

②年間賃借額×1/2 

③通信回線使用料

×1/2 

※②・③は4年間 

①投下固定資産額

×10％ 

上限額（⑵との合計額） 

製造業 

1億5千万円 

物流施設関連業 

1億円 

3千万円 5千万円 

 

３ 施行期日 

  公布の日 

議第46号資料
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荒
尾
市
い
き
い
き
産
業
立
地
促
進
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
表
 

 

現
 
 
 
 
 
 
 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

（
用
語
の
定
義
）
 

（
用
語
の
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
条
例
に
お

い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

第
２
条
 
こ
の
条
例
に
お

い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(
１
)
 
工
場

等
 
製
造
業

、
道
路
貨
物
運

送
業
及
び

こ
ん
包
業
並
び

に
規
則
で

定
め
る
情

報
サ
ー

ビ
ス

業
及
び
学
術

研
究
機

関
に
係

る
事
業
の

用
に
供

す
る

施
設
を
い
う

。
 

(
１
)
 
事
業

所
等
 
製
造

業
並
び
に
規
則

で
定
め
る

物
流
施
設
関
連

業
、
情
報

通
信
関
連
業
及

び
研
究
開
発
業
の
用
に
供
す
る
施
設
を
い
う
。
 

(
２
)
 
新
設
 
市
内
に
新
た
に
工
場
等
を
建
設
す
る
こ
と
を
い
う
。
 

(
２
)
 
新
設

 
市
内
に
事

業
所
等
を
有
し

な
い
者
が

新
た
に
事
業
所

等
を
市
内

に
設
置
す

る
こ

と
及
び

既
に
市
内
に

事
業
所

等
を
有

す
る
者
が

当
該
事

業
所

等
と
異
な
る
業

種
の
事
業
所
等
を
市
内
に
新
た
に
設
置
す
る
こ
と
を
い
う
。
 

(
３
)
 
増
設

 
市
内
に
工

場
等
を
有
す
る

者
が
当
該

工
場
等
を
拡
張

す
る
こ
と

を
い
う
。
 

(
３
)
 
増
設

 
既
に
市
内

に
事
業
所
等
を

有
す
る
者

が
、
事
業
規
模

を
拡
大
す

る
目
的
で

当
該

事
業
所

等
を
拡
張
し

、
又
は

当
該
事

業
所
等
と

同
じ
業

種
の

事
業
所
等
を
市

内
に
新
た
に
設
置
す
る
こ
と
を
い
う
。
 

(
４
)
 
事
業
者
 
市
内
に
工
場
等
を
新
設
又
は
増
設
を
す
る
者
を
い
う
。
 

(
４
)
 
事
業

者
 
市
内
に

事
業
所
等
を
新

設
又
は
増

設
を
す
る
者
で

、
市
と
の

間
に
事
業

所
等

の
立
地

に
関
す
る
協

定
（
以

下
「
立

地
協
定
」

と
い
う

。
）

を
締
結
す
る
も

の
を
い
う
。
 

(
５
)
 
投
下

固
定
資
産
総

額
 
新
設
又
は

増
設
を
す

る
工
場
等
の
事

業
開
始
の

日
ま

で
に

取
得

し
た

固
定

資
産

（
地

方
税

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
2
2
6
号

）

第
3
4
1
条

に
規

定
す

る
土

地
、

家
屋

及
び

償
却

資
産

を
い

う
。

）
で

、
市

長

が
認
定
し
た

額
を
い
う
。
 

(
５
)
 
投
下

固
定
資
産
額

 
新
設
又
は
増

設
を
す
る

事
業
所
等
の
操

業
開
始
の

日
ま

で
に

取
得

し
た

固
定

資
産

（
地

方
税

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
2
2
6
号

）

第
3
4
1
条

に
規

定
す

る
家

屋
及

び
償

却
資

産
を

い
う

。
）

で
、

市
長

が
認

定

し
た
額
を
い
う

。
 

(
６
)
 
新
規

雇
用
者
 
新

設
又
は
増
設
を

し
た
工
場

等
の
事
業
開
始

に
伴
い
、

新
た
に
１

年
以
上

引
き

続
い
て
常
時

雇
用
さ

れ
る
者

で
、
労
働

基
準
法

（
昭

和
2
2
年
法
律

第
4
9
号
）
第
2
1
条
に
規
定
す
る
も
の
以
外
の
者
を
い
う
。
 

(
６
)
 
新
規

雇
用
者
 
新

設
又
は
増
設
を

し
た
事
業

所
等
の
操
業
に

伴
い
、
当

該
事
業
所

等
に

新
た
に

雇
用
さ
れ
る

者
（
労

働
基
準

法
（
昭
和
2
2
年
法

律
第

4
9
号
）
第
2
1
条

第
１
号
の
日
日
雇
い
入
れ
ら
れ
る
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
 

 
(
７
)
 
用
地

取
得
費
 
事

業
者
が
新
た
に

取
得
し
た

土
地
（
面
積
２

千
平
方
メ

ー
ト
ル
以

上
の

も
の
に

限
る
。
）
の

う
ち
、

市
長
が

事
業
所
等

の
用
に

供
す

る
と
認
め
る
土

地
の
取
得
価
格
を
い
う
。
 

（
補
助
対
象
者
）
 

（
補
助
対
象
者
）
 

第
３
条
 
補
助
金
の
交
付

の
対
象
と
な
る
事
業
者
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要

件

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
３
条
 
補
助
金
の
交
付

の
対
象
と
な
る
事
業
者
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要

件

の
い
ず
れ
か
に

該
当
し
、

か
つ
、
事
業
所

等
を
新
設

す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
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現
 
 
 
 
 
 
 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

市
と
の
間
に
立

地
協
定
を

締
結
し
た
日
又

は
用
地
を

取
得
し
た
日
の

い
ず
れ
か

遅
い
日
か
ら
５

年
以
内
（

増
設
に
あ
っ
て

は
、
３
年

以
内
）
に
操
業

を
開
始
す

る
者
と
す
る
。
 

(
１

)
 

工
場

等
の

用
に

供
す

る
土

地
を

２
千

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

取
得

し
た

後
、
２
年
以

内
に
当
該
工
場
等
の
建
設
工
事
に
着
手
す
る
こ
と
。
 

(
１
)
 
製
造

業
又
は
物
流

施
設
関
連
業
を

営
む
事
業

者
で
、
投
下
固

定
資
産
額

及
び
用
地

取
得

費
の
合

計
が
１
億
円

以
上
で

、
か
つ

、
新
規
雇

用
者
が

５
人

以
上
（
増

設
に

あ
っ
て

は
、
投
下
固

定
資
産

額
及
び

用
地
取
得

費
の
合

計
額

が
５
千
万
円
以

上
で
、
か
つ
、
新
規
雇
用
者
が
３
人
以
上
）
で
あ
る
も
の
 

(
２

)
 

工
場

等
が

次
に

掲
げ

る
市

内
の

い
ず

れ
か

の
区

域
に

設
置

さ
れ

る
こ

と
。
 

(
２
)
 
情
報

通
信
関
連
業

を
営
む
事
業
者

で
、
投
下

固
定
資
産
額
及

び
用
地
取

得
費
の
合

計
額

が
１
千

万
円
以
上
で

、
か
つ

、
新
規

雇
用
者
が

３
人
以

上
で

あ
る
も
の
 

ア
 
工
場
立

地
法
（
昭
和
3
4
年
法
律
第
2
4
号
）
に
基
づ
く
工
場
適
地
 

 

イ
 
そ
の
他

市
長
が
工
場
等
用
地
と
し
て
適
当
と
認
め
る
区
域
 

 

 
 

(
３
)
 
工
場

等
の
投
下
固

定
資
産
総
額
が

１
億
円
（

増
設
に
あ
っ
て

は
５
千
万

円
）
以
上
で

あ
る
こ
と
。
 

(
３
)
 
研
究

開
発
業
を
営

む
事
業
者
で
、

投
下
固
定

資
産
額
及
び
用

地
取
得
費

の
合
計
額

が
３

千
万
円

以
上
で
、
か

つ
、
新

規
雇
用

者
が
３
人

以
上
で

あ
る

も
の
 

(
４
)
 
工
場

等
を
当
該
事

業
の
用
に
供
す

る
こ
と
に

伴
っ
て
増
加
す

る
雇
用
者

の
数
が
1
0
人

（
増
設
に
あ
っ
て
は
５
人
）
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 

 

(
５
)
 
工
場

等
の
建
設
及

び
事
業
の
実
施

に
当
た
り

、
公
害
防
止
に

関
す
る
法

令
そ
の
他
関

係
法
令
に
違
反
し
な
い
こ
と
。
 

 

２
 
略
 

２
 
略
 

（
工
場
等
の
指
定
）
 

（
事
業
所
等
の
指
定
）
 

第
４
条
 
前
条
の
要
件
に

該
当
し
、
補
助
金
の
交
付

を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業

者

は
、
あ
ら
か
じ

め
新
設
又

は
増
設
を
し
よ

う
と
す
る

工
場
等
に
つ
い

て
市
長
の

指
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
４
条
 
前
条
の
要
件
に

該
当
し
、
補
助
金
の
交
付

を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業

者

は
、
あ
ら
か
じ

め
新
設
又

は
増
設
を
し
よ

う
と
す
る

事
業
所
等
に
つ

い
て
市
長

の
指
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
略
 

２
 
略
 

（
補
助
金
の
交
付
）
 

（
補
助
金
の
交
付
）
 

第
５
条
 
市
長
は
、
前
条

の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受

け
た
工
場
等
の
事
業
者
（

以

下
「
指
定
事
業

者
」
と
い

う
。
）
に
対
し

、
次
に
掲

げ
る
補
助
金
を

交
付
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

第
５

条
 

市
長

は
、

前
条

の
規

定
に

よ
り

指
定

を
受

け
た

事
業

所
等

の
事

業
者

（
以
下
「
指
定

事
業
者
」

と
い
う
。
）
に

対
し
、
次

に
掲
げ
る
補
助

金
を
交
付

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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現
 
 
 
 
 
 
 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

(
１
)
 
工
場
等
用
地
取
得
費
補
助
金
 

(
１
)
 
事
業
所
等
用
地
取
得
費
補
助
金
 

(
２
)
 
雇
用
促
進
補
助
金
 

(
２
)
 
雇
用
促
進
補
助
金
 

 
(
３
)
 
投
下
固
定
資
産
取
得
費
補
助
金
 

（
工
場
等
用
地
取
得
費
補
助
金
）
 

（
事
業
所
等
用
地
取
得
費
補
助
金
）
 

第
６
条
 
工
場
等
用
地
取

得
費
補
助
金
の
額
は
、
指

定
事
業
者
が
新
た
に
取
得

し

た
土
地
の
う
ち

、
市
長
が

工
場
等
の
用
に

供
す
る
と

認
め
る
土
地
の

取
得
価
格

に
1
0
0
分

の
2
5
を

乗
じ

て
得

た
額

（
そ

の
額

が
１

億
３

千
万

円
を

超
え

る
と

き

は
、
１
億
３
千

万
円
を
限

度
と
す
る
。
）

と
す
る
。

た
だ
し
、
そ
の

額
に
千
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
 

第
６

条
 

事
業

所
等

用
地

取
得

費
補

助
金

の
額

は
、

用
地

取
得

費
に

1
0
0
分

の
25

を
乗
じ
て
得
た

額
（
そ
の

額
が
１
億
３
千

万
円
を
超

え
る
と
き
は
、

１
億
３
千

万
円
を
限
度
と

す
る
。
）

と
す
る
。
た
だ

し
、
そ
の

額
に
千
円
未
満

の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
 

２
 
前
項
の
工
場
等
用
地

取
得
費
補
助
金
は
、
指
定

事
業
者
及
び
当
該
土
地
に

つ

き
１
回
限
り
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
事
業
所
等
用

地
取
得
費
補
助
金
は
、
指

定
事
業
者
及
び
当
該
土
地

に

つ
き
１
回
限
り
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
雇
用
促
進
補
助
金
）
 

（
雇
用
促
進
補
助
金
）
 

第
７
条
 
雇
用
促
進
補
助

金
の
額
は
、
指
定
事
業
者

が
雇
用
し
た
新
規
雇
用
者

の

う
ち
、
市
内
に

住
所
を
有

す
る
者
１
人
当

た
り
2
5
万

円
を
乗
じ
て
得

た
額
（
そ

の
額

が
３

千
万

円
を

超
え

る
と

き
は

、
３

千
万

円
を

限
度

と
す

る
。

）
と

す

る
。
 

第
７
条
 
雇
用
促
進
補
助

金
の
額
は
、
指
定
事
業
者

が
雇
用
し
た
新
規
雇
用
者

の

う
ち
、
市
内
に

住
所
を
有

す
る
者
１
人
当

た
り
3
0
万

円
（
新
規
雇
用

者
が
労
働

基
準
法
第
1
4
条

に
規
定
す

る
労
働
契
約
に

お
い
て
期

間
の
定
め
の
な

い
雇
用
者

（
雇

用
保

険
法

（
昭

和
4
9
年

法
律

第
1
1
6
号

）
第

４
条

第
１

項
に

規
定

す
る

被

保
険
者
と
し
て

雇
用
さ
れ

て
い
る
者
を
含

む
。
）
以

外
に
あ
っ
て
は
1
5
万
円
）

を
乗
じ
て
得
た

額
（
そ
の

額
が
３
千
万
円

を
超
え
る

と
き
は
、
３
千

万
円
を
限

度
と
す
る
。
た

だ
し
、
情

報
通
信
関
連
業

及
び
研
究

開
発
業
を
営
む

指
定
事
業

者
に
あ
っ
て
は
、
１
千
万
円
を
限
度
と
す
る
。
）
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
雇
用
促
進
補

助
金
は
、
交
付
申
請
時
に

お
い
て
３
か
月
以
上
在
職

す

る
者
を
対
象
と
し
て
、
指
定
事
業
者
に
つ
き
１
回
限
り
交
付
す
る
。
 

 

２
 
前
項
の
雇
用
促
進
補

助
金
は
、
新
設
又
は
増
設

を
し
た
事
業
所
等
の
操
業

か

ら
１
年
後
の
時

点
に
お
い

て
、
３
か
月
以

上
継
続
し

て
雇
用
さ
れ
て

い
る
者
の

総
数
を
対
象
と
し
て
、
指
定
事
業
者
に
つ
き
１
回
限
り
交
付
す
る
。
 

 
（
投
下
固
定
資
産
取
得
費
補
助
金
）
 

 
第
８
条
 
製
造
業
及
び
物

流
施
設
関
連
業
を
営
む
指

定
事
業
者
に
係
る
投
下
固

定

資
産

取
得

費
補

助
金

の
額

は
、

投
下

固
定

資
産

額
に

1
0
0
分

の
６

を
乗

じ
て

得

た
額
（
前
条
の

雇
用
促
進

補
助
金
と
合
わ

せ
て
、
製

造
業
に
あ
っ
て

は
１
億
５

千
万

円
、

物
流

施
設

関
連

業
に

あ
っ

て
は

１
億

円
を

限
度

と
す

る
。

）
と

す

る
。
 

２
 
情
報
通
信
関
連
業
を
営
む
指
定
事
業
者
に
係
る
投
下
固
定
資
産
取
得
費
補
助
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現
 
 
 
 
 
 
 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

 
金
の
額
は
、
次

に
掲
げ
る

額
の
合
計
額
（

前
条
の
雇

用
促
進
補
助
金

と
合
わ
せ

て
３
千
万
円
を

限
度
と
す

る
。
）
と
す
る

。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、

第
２
号
及

び
第
３
号
の
交

付
対
象
期

間
は
新
設
又
は

増
設
を
し

た
事
業
所
等
の

操
業
か
ら

４
年
間
と
す
る
。
 

 
(
１
)
 
投
下
固
定
資
産
額
に
1
0
0
分
の
1
0
を
乗
じ
て
得
た
額
 

 
(
２
)
 
当
該
補
助
金
の

対
象
と
し
て
規
則
で
定
め

る
年
間
賃
借
額
に
２
分
の

１

を
乗
じ
て
得
た
額
 

 
(
３
)
 
当
該
補
助
金
の

対
象
と
し
て
規
則
で
定
め

る
通
信
回
線
使
用
料
に
２

分

の
１
を
乗
じ
て
得
た
額
 

３
 
研
究
開
発
業
を
営
む

指
定
事
業
者
に
係
る
投
下

固
定
資
産
取
得
費
補
助
金

の

額
は

、
投

下
固

定
資

産
額

に
1
0
0
分

の
1
0
を

乗
じ

て
得

た
額

（
前

条
の

雇
用

促

進
補
助
金
と
合
わ
せ
て
５
千
万
円
を
限
度
と
す
る
。
）
と
す
る
。
 

（
計
画
の
変
更
）
 

（
計
画
の
変
更
）
 

第
８
条
 
指
定
事
業
者
は

、
当
該
工
場
等
の
立
地
の

計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す

る

と
き
は
、
市
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
９
条
 
指
定
事
業
者
は

、
当
該
事
業
所
等
の
立
地

の
計
画
を
変
更
し
よ
う
と

す

る
と
き
は
、
市
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
指
定
の
取
消
し
等
）
 

（
指
定
の
取
消
し
等
）
 

第
９

条
 

市
長

は
、

指
定

事
業

者
が

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

と
き

は
、
指
定
を
取

り
消
し
、

若
し
く
は
補
助

金
の
交
付

を
停
止
し
、
又

は
既
に
交

付
し
た
補
助
金
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
返
還
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
1
0
条

 
市

長
は

、
指

定
事

業
者

が
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き

は
、
指
定
を
取

り
消
し
、

若
し
く
は
補
助

金
の
交
付

を
停
止
し
、
又

は
既
に
交

付
し
た
補
助
金
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
返
還
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
１
)
 
略
 

(
１
)
 
略
 

(
２
)
 
工
場

等
を
事
業
の

目
的
の
た
め
に

使
用
せ
ず

、
他
の
用
途
に

供
し
た
と

き
。
 

(
２
)
 
事
業

所
等
を
事
業

の
目
的
の
た
め

に
使
用
せ

ず
、
他
の
用
途

に
供
し
た

と
き
。
 

(
３
)
・
(
４
)
 
略
 

(
３
)
・
(
４
)
 
略
 

（
地
位
の
承
継
）
 

（
地
位
の
承
継
）
 

第
1
0
条
 
略
 

第
1
1
条
 
略
 

（
検
査
）
 

（
検
査
）
 

第
1
1
条
 
市
長
は
、
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

、
補
助
金
の
交
付
を
受
け

た

事
業
者
に
対
し

、
補
助
対

象
工
場
等
の
事

業
概
要
及

び
経
理
状
況
等

に
つ
い
て

説
明
を
求
め
、
又
は
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
1
2
条
 
市
長
は
、
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

、
補
助
金
の
交
付
を
受
け

た

事
業
者
に
対
し

、
補
助
対

象
事
業
所
等
の

事
業
概
要

及
び
経
理
状
況

等
に
つ
い

て
説
明
を
求
め
、
又
は
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
委
任
）
 

（
委
任
）
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現
 
 
 
 
 
 
 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

第
1
2
条
 
略
 

第
1
3
条
 
略
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

附
 
則
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
の
条
例
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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荒尾市水道条例の一部改正について（概要） 

 

１ 改正の趣旨 

水道事業の健全な運営を維持し、安心で安全な水を安定的に供給することができ

るよう、老朽化した水道施設の更新を進める上で必要な財源を確保するため、水道

料金及び手数料の改定を行うとともに、その他の規定の整理を行うものである。 

 

２ 改正内容 

 ⑴ 水道料金の改定（第２７条） 

   一般用の基本料金をメーター口径に応じて定めるものとし、水道料金を次のよ

うに改める。 

種 別  メーター口径 基 本 料 金  従 量 料 金  

一般用 

２０ｍｍ以下 １，１５５円 使用水量１０㎥までの部分は、１㎥

につき３３円 

使用水量１０㎥を超え２５㎥まで

の部分は、１㎥につき１８７円 

使用水量２５㎥を超え５０㎥まで

の部分は、１㎥につき２０９円 

使用水量５０㎥を超える部分は、１

㎥につき２２０円 

２５ｍｍ １，３２０円 
４０ｍｍ ２，７５０円 
５０ｍｍ ５，５００円 
７５ｍｍ ８，２５０円 
１００ｍｍ １１，０００円 
１５０ｍｍ以上 １６，５００円 

共 用  １戸につき１，１５５円 

浴 場 用  ６，６００円 

使用水量１００㎥までの部分の従

量料金は、基本料金に含むものと

し、使用水量１００㎥を超える部分

は、１㎥につき６６円 

工 事 用 そ の 他  使用水量１㎥につき２７５円 

私 設 消 火 栓  演習用１回２０分ごとに２，３１０円 

 ⑵ 手数料の改定（第３４条） 

  ア 給水装置工事に当たり、あらかじめ受ける設計審査の手数料について、審査

１件につき１，０００円とする。 

  イ 給水装置工事の完了後に受ける工事検査の手数料について、検査１件につき

１，０００円とする。 

 

３ 施行期日 

  令和５年１０月１日（令和５年１１月検針分から適用する。） 

議第47号資料
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荒
尾
市
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
表
 

 

現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

（
鍵
の
交
付
）
 

 

第
2
1
条
 
共
用
給
水
装
置
の
使
用
者
に
は
、
鍵
を
交
付
す
る
。
 

第
2
1
条
 
削
除
 

２
 
亡
失
又
は
損
傷
し
た

と
き
は
、
手
数
料
を
納
め

て
再
交
付
を
受
け
な
け
れ

ば

な
ら
な
い
。
 

 

（
料
金
）
 

（
料
金
）
 

第
2
7
条
 
料
金
は
、
次
の

表
の
種
別
の
区
分
に
よ
り

算
出
し
て
得
た
金
額
の
合

計

額
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ

の
額
に
１
円
未
満
の
端
数

が
生
じ
た
と
き
は
切
り
捨

て
る
も
の
と
す
る
。
 

第
2
7
条
 
料
金
は
、
１
月

に
つ
き
、
次
の
表
の
種
別

の
区
分
に
よ
り
算
出
し
て

得

た
金
額
の
合
計
額
と
す

る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
に

１
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た

と
き
は
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
 

 
種
別
 

水
量
 

料
金
 

 
 

種
別
 
メ
ー
タ
ー

口
径
 
 

基
本
料
金
 

従
量
料
金
 

 

 
一
般
用
 基

本
料
金
  

1
0
ｍ

３
ま
で
 

1
,
1
5
5
.
0
0
円

 
 

一
般
用
 2
0
ｍ
ｍ
以

下
 

1
,
1
5
5
円

使
用
水
量
1
0
㎥
ま
で
の
部
分
は
、
 

１
㎥
に
つ
き
3
3
円
 

 使
用
水
量
1
0
㎥
を
超
え
2
5
㎥
ま
で
の

部
分
は
、
１
㎥
に
つ
き
1
8
7
円
 

 使
用
水
量
2
5
㎥
を
超
え
5
0
㎥
ま
で
の

部
分
は
、
１
㎥
に
つ
き
2
0
9
円
 

 使
用
水
量
5
0
㎥
を
超
え
る
部
分
は
、
 

１
㎥
に
つ
き
2
2
0
円
 

 

 
超
過
料
金
 1
1
ｍ

３
か
ら
2
5
ｍ

３

ま
で
 

１
ｍ

３
に
つ
き
 

1
5
9
.
5
0
円

 
 

 

2
5
ｍ
ｍ
 

1
,
3
2
0
円

 
 

2
6
ｍ

３
か
ら
5
0
ｍ

３

ま
で
 

１
ｍ

３
に
つ
き
 

1
9
8
.
0
0
円

 
 

4
0
ｍ
ｍ
 

2
,
7
5
0
円

 

5
0
ｍ
ｍ
 

5
,
5
0
0
円

 
 

5
1
ｍ

３
以
上
 

１
ｍ

３
に
つ
き
 

2
2
0
.
0
0
円

 
 

7
5
ｍ
ｍ
 

8
,
2
5
0
円

 

 
共
用
 

基
本
料
金
  

５
ｍ

３
ま
で
 

6
3
8
.
0
0
円

 
 

1
0
0
ｍ
ｍ
 

1
1
,
0
0
0
円

 

 
超
過
料
金
  

１
ｍ

３
に
つ
き
 

1
2
1
.
0
0
円

 
 

1
5
0
ｍ
ｍ

以
上
 

1
6
,
5
0
0
円

 

 
 

 
共
用
 

１
戸
に
つ
き

1
,
1
5
5
円

 

 
浴
場
用
 基

本
料
金
  

1
0
0
ｍ

３
ま
で
 

5
,
5
0
0
.
0
0
円

 
 

浴
場
用
 

6
,
6
0
0
円

使
用

水
量

1
0
0
㎥

ま
で

の
部

分
の

従

量
料

金
は

、
基

本
料

金
に

含
む

も
の

と
し
、
使
用
水
量
1
0
0
㎥
を
超
え
る
部

分
は
、
１
㎥
に
つ
き
6
6
円
 

 

 
超
過
料
金
  

１
ｍ

３
に
つ
き
 

5
5
.
0
0
円

 
 

 

 
工
事
用
そ
の
他
 

 
１

ｍ
３
に
つ
き
 

2
4
2
.
0
0
円

 
 

工
事
用
そ
の
他
 

使
用
水
量
１
㎥
に
つ
き
2
7
5
円
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現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

 
私
設
消
火
栓
 

演
習
用
１
回
2
0
分
ご
と
に
 

2
,
0
3
5
.
0
0
円

 
 

私
設
消
火
栓
 

演
習
用
１
回
20
分
ご
と
に
2,
31
0円

 
 

備
考
 

備
考
 

１
～
４
 
略
 

１
～
４
 
略
 

 
 
 
５
 
共
用
の
使
用
水
量
は
、
各
戸
均
等
と
み
な
す
。
 

（
共
用
給
水
装
置
の
水
量
の
認
定
）
 

 

第
3
0
条
 
共
用
給
水
装
置
の
水
量
は
、
各
戸
均
等
と
み
な
す
。
 

第
3
0
条
 
削
除
 

（
手
数
料
）
 

（
手
数
料
）
 

第
3
4
条
 
手
数
料
は
、
次
の
区
別
に
よ
る
。
 

第
3
4
条
 
手
数
料
は
、
次
の
区
別
に
よ
る
。
 

(
１
)
 
材
料
の
検
査
を
す
る
と
き
 

(
１
)
 
工
事
の
設
計
審
査
を
す
る
と
き
、
１
件
に
つ
き
1
,
0
0
0
円
 

 
口
径

5
0
㎜
以
下

の
も
の
 
5
0
㎜
を
超
え
る
も
の
  

 
 

 
 

 
種
別
 

 
 

 
 

 
各
種
給
水
管
１
本
に
つ
き
 

1
0
円

―
 

 
 

 
 

 
鋳
鉄
管
１
本
に
つ
き
 

5
0
円

1
0
0
円

 
 

 
 

 

 
異
型
管
、
制
水
弁
、
消
火
栓

5
0
円

1
0
0
円

 
 

 
 

 

 
止
水
栓
類
及
び
附
属
品
 

1
0
円

―
 

 
 

 
 

 
各
種
給
水
管
附
属
品
類
 

1
0
円

―
 

 
 

 
 

特
別
の
検
査
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
実
費
を
増
徴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

(
２
)
 
略
 

(
２
)
 
略
 

(
３
)
 
工
事
の
検
査
を
す
る
と
き
 

(
３
)
 
工
事
の
検
査
を
す
る
と
き
、
１
件
に
つ
き
1
,
0
0
0
円
 

 
延
長
 

1
0
ｍ
以
下
5
0
円
 

栓
数
 

１
個
5
0
円
 

 
 

 
 

 
 

 

 
〃
 

5
0
ｍ
以
下
1
0
0
円
 

〃
 

３
個
以
下
1
0
0
円
 

 
 

 
 

 
 

 

 
〃
 

5
0
ｍ
を
超
え
る
も
の
 〃

 
４
個
以
上
1
5
0
円
 

 
 

 
 

 
 

 

 
1
5
0
円

 
 

 
 

  
 

 

(
４
)
・
(
５
)
 
略
 

(
４
)
・
(
５
)
 
略
 

２
 
略
 

２
 
略
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附
 
則
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
施
行
期
日
）
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１
 
こ
の
条
例
は
、

令
和
５
年
1
0
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
経
過
措
置
）
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２
 
こ
の
条
例
に
よ

る
改
正
後
の
荒
尾
市
水
道
条
例
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
条
例
の
施
行
の

日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
か
ら
継
続
し
て
供
給
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
て
い
る
水
道
の

使
用
で
、
施
行
日
か
ら
令
和
５
年
1
0
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
料
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
金
の
支
払
を
受
け

る
権
利
が
確
定
さ
れ
る
も
の
（
1
0
月
検
針
分
）
に
係
る
料
金
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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荒
尾
市
立
有
明
医
療
セ
ン
タ
ー
の
開
院
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
表
 

 第
１

条
 
荒
尾
市
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
 

現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

（
地
域
手
当
）
 

（
地
域
手
当
）
 

第
５
条
の
２
 
略
 

第
５
条
の
２
 
略
 

２
・
３
 
略
 

２
・
３
 
略
 

４
 
職
員
の
う
ち
市
民
病

院
に
勤
務
す
る
医
師
に
は

、
第
２
項
の
規
定
に
か
か

わ

ら
ず
、
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計

額
に
1
0
0
分
の
1
6
を
乗
じ
て
得
た
月

額
の
地
域
手
当
を
支
給
す
る
。
 

４
 
職
員
の
う
ち
荒
尾
市

立
有
明
医
療
セ
ン
タ
ー
に

勤
務
す
る
医
師
に
は
、
第

２

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
1
0
0
分
の

1
6
を
乗
じ
て
得
た
月
額
の
地
域
手
当
を
支
給
す
る
。
 

 第
２

条
 
荒
尾
市
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
 

現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

（
経
営
の
基
本
）
 

（
経
営
の
基
本
）
 

第
４
条
 
略
 

第
４
条
 
略
 

２
 
診
療
科
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

２
 
診
療
科
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(
１
)
～
(
2
8
)
 
略
 

(
１
)
～
(
2
8
)
 
略
 

 
(
2
9
)
 
歯
科
口
腔く
う

外
科
 

３
 
略
 

３
 
略
 

（
組
織
）
 

（
組
織
）
 

第
５
条
 
法
第
1
4
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
病
院
事
業

管
理
者
（
以
下
「
管
理
者

」

と
い
う
。
）
の
権
限
に
属

す
る
事
務
を
処
理
さ
せ
る

た
め
、
荒
尾
市
民
病
院
を

置
く
。
 

第
５
条
 
法
第
1
4
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
病
院
事
業

管
理
者
（
以
下
「
管
理
者

」

と
い
う
。
）
の
権
限
に
属

す
る
事
務
を
処
理
さ
せ
る

た
め
、
荒
尾
市
立
有
明
医

療
セ
ン
タ
ー
を
置
く
。
 

 第
３

条
 
荒
尾
市
民
病
院
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
 

現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

荒
尾
市
民
病
院
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
 

荒
尾
市
立
有
明
医
療
セ
ン
タ
ー
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
 

（
使
用
料
及
び
手
数
料
の
徴
収
）
 

（
使
用
料
及
び
手
数
料
の
徴
収
）
 

第
１
条
 
荒
尾
市
民
病
院
に
お
い
て
診
療
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
 第

１
条
 
荒
尾
市
立
有
明
医
療
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
診
療
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
 

議第48号資料
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現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

 
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
使
用
料
及
び
手
数
料
を
徴
収
す
る
。
 

 
は
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
使
用
料
及
び
手
数
料
を
徴
収
す
る
。
 

（
特
別
の
使
用
料
及
び
手
数
料
）
 

（
特
別
の
使
用
料
及
び
手
数
料
）
 

第
４
条
 
前
２
条
に
定
め

る
も
の
の
ほ
か
、
使
用
料

及
び
手
数
料
（
消
費
税
及

び

地
方
消
費
税
を
含
む
。
）
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

第
４
条
 
前
２
条
に
定
め

る
も
の
の
ほ
か
、
使
用
料

及
び
手
数
料
（
消
費
税
及

び

地
方
消
費
税
を
含
む
。
）
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

(
１
)
 
特
別
病
室
使
用
料
 

(
１
)
 
特
別
病
室
使
用
料
 

 
Ａ
室
 

１
日
に
つ

き
 

6
,
6
0
0
円
 

 
Ａ
室
（
急

性
期
病
床
）
 

１
日
に
つ

き
 

7
,
7
0
0
円
 

 
Ｂ
室
 

１
日
に
つ

き
 

5
,
5
0
0
円
 

 
Ｂ
室
（
急

性
期
病
床
）
 

１
日
に
つ

き
 

5
,
5
0
0
円
 

 
Ｃ
室
 

１
日
に
つ

き
 

4
,
4
0
0
円
 

 
Ｃ
室
及
び

Ｄ
室
（
急
性
期
病
床
）
 

１
日
に
つ

き
 

1
,
6
5
0
円
 

 
Ｄ
室
 

１
日
に
つ

き
 

2
,
7
5
0
円
 

 
 

 
 

 
Ｅ
室
 

１
日
に
つ

き
 

1
,
6
5
0
円
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ａ
室
（
回

復
期
病
床
）
 

１
日
に
つ

き
 

5
,
5
0
0
円
 

 
 

 
 

 
Ｂ
室
（
回

復
期
病
床
）
 

１
日
に
つ

き
 

3
,
3
0
0
円
 

 
 

 
 

 
Ｃ
室
及
び

Ｄ
室
（
回
復
期
病
床
）
 

１
日
に
つ

き
 

1
,
6
5
0
円
 

(
２
)
～
(
９
)
 
略
 

(
２
)
～
(
９
)
 
略
 

２
 
略
 

２
 
略
 

 第
４

条
 
荒
尾
市
民
病
院
医
学
生
奨
学
金
貸
付
条
例
の
一
部
改
正
 

現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

荒
尾
市
民
病
院
医
学
生
奨
学
金
貸
付
条
例
 

荒
尾
市
立
有
明
医
療
セ
ン
タ
ー
医
学
生
奨
学
金
貸
付
条
例
 

（
目
的
）
 

（
目
的
）
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現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
将
来
、
荒
尾
市
民
病
院
（

以
下
「
市
民
病
院
」
と
い

う
。
）

の
医
師
と
し
て
業
務
に
従

事
し
よ
う
と
す
る
者
に
対

し
、
そ
の
修
学
に
必
要
な

資
金
を
貸
し
付
け
る
こ
と

に
よ
り
、
市
民
病
院
に
お

け
る
医
師
の
確
保
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、

将
来
、
荒
尾
市
立
有
明
医

療
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
有

明

医
療
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う

。
）
の
医
師
と
し
て
業
務

に
従
事
し
よ
う
と
す
る
者

に
対
し
、
そ
の
修
学
に
必

要
な
資
金
を
貸
し
付
け
る

こ
と
に
よ
り
、
有
明
医
療

セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
医
師
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

（
貸
付
対
象
者
）
 

（
貸
付
対
象
者
）
 

第
３
条
 
病
院
事
業
管
理

者
（
以
下
「
管
理
者
」
と

い
う
。
）
は
、
将
来
市
民

病

院
の

医
師

と
し

て
業

務
に

従
事

し
よ

う
と

す
る

次
の

各
号

に
掲

げ
る

者
に

対

し
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る

資
金
（
以
下
「
奨
学
金
」

と
い
う
。
）
を
貸
し
付
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
他
の
団
体
で
業
務
に

従
事
す
る
こ
と
を
条
件
と

し
た
奨
学
金
制
度
を
利
用
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
対
象
と
し
な
い
。
 

第
３
条
 
病
院
事
業
管
理

者
（
以
下
「
管
理
者
」
と

い
う
。
）
は
、
将
来
有
明

医

療
セ
ン
タ
ー
の
医
師
と
し

て
業
務
に
従
事
し
よ
う
と

す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る

者
に
対
し
、
当
該
各
号
に

掲
げ
る
資
金
（
以
下
「
奨

学
金
」
と
い
う
。
）
を
貸

し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る

。
た
だ
し
、
他
の
団
体
で

業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を

条
件
と
し
た
奨
学
金
制
度
を
利
用
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
対
象
と
し
な
い
。

(
１
)
・
(
２
)
 
略
 

(
１
)
・
(
２
)
 
略
 

（
返
還
の
免
除
）
 

（
返
還
の
免
除
）
 

第
７
条
 
管
理
者
は
、
借

受
者
が
臨
床
研
修
若
し
く

は
大
学
院
課
程
を
修
了
し

て

５
年
以
内
に
市
民
病
院
の

医
師
と
し
て
業
務
に
従
事

し
た
場
合
又
は
市
民
病
院

で
の
臨
床
研
修
を
受
け
た

場
合
に
お
い
て
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は

、
奨
学
金
の
返
還
及
び
利

息
の
支
払
の
全
部
を
免
除

す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
７
条
 
管
理
者
は
、
借

受
者
が
臨
床
研
修
若
し
く

は
大
学
院
課
程
を
修
了
し

て

５
年
以
内
に
有
明
医
療
セ

ン
タ
ー
の
医
師
と
し
て
業

務
に
従
事
し
た
場
合
又
は

有
明
医
療
セ
ン
タ
ー
で
の

臨
床
研
修
を
受
け
た
場
合

に
お
い
て
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ

と
と
な
っ
た
と
き
は
、
奨

学
金
の
返
還
及
び
利
息
の

支
払
の
全
部
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(
１
)
 
市
民
病
院
で
の
業

務
に
従
事
し
た
期
間
及
び

市
民
病
院
で
の
臨
床
研
修

を
受
け
た
期
間
（
以
下
「

勤
務
期
間
」
と
総
称
す
る

。
）
の
月
数
が
奨
学
金

の
貸

付
け

を
受

け
て

い
た

期
間

の
月

数
の

1
.
5
倍

に
相

当
す

る
月

数
に

達
し

た
と
き
。
 

(
１
)
 
有
明
医
療
セ
ン
タ

ー
で
の
業
務
に
従
事
し
た

期
間
及
び
有
明
医
療
セ
ン

タ
ー
で
の
臨
床
研
修
を
受
け
た
期
間
（
以
下
「
勤
務
期
間
」
と
総
称
す
る
。
）

の
月

数
が

奨
学

金
の

貸
付

け
を

受
け

て
い

た
期

間
の

月
数

の
1
.
5
倍

に
相

当

す
る
月
数
に
達
し
た
と
き
。
 

(
２
)
 
略
 

(
２
)
 
略
 

２
 
略
 

２
 
略
 

 第
５

条
 
荒
尾
市
民
病
院
看
護
学
生
奨
学
金
貸
付
条
例
の
一
部
改
正
 

現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

荒
尾
市
民
病
院
看
護
学
生
奨
学
金
貸
付
条
例
 

荒
尾
市
立
有
明
医
療
セ
ン
タ
ー
看
護
学
生
奨
学
金
貸
付
条
例
 

（
目
的
）
 

（
目
的
）
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現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
将
来
、
荒
尾
市
民
病
院
（

以
下
「
市
民
病
院
」
と
い

う
。
）

の
看
護
師
と
し
て
業
務
に

従
事
し
よ
う
と
す
る
者
に

対
し
、
そ
の
修
学
に
必
要

な
資
金
を
貸
し
付
け
る
こ

と
に
よ
り
、
市
民
病
院
に

お
け
る
看
護
師
の
確
保
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、

将
来
、
荒
尾
市
立
有
明
医

療
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
有

明

医
療
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う

。
）
の
看
護
師
と
し
て
業

務
に
従
事
し
よ
う
と
す
る

者
に
対
し
、
そ
の
修
学
に

必
要
な
資
金
を
貸
し
付
け

る
こ
と
に
よ
り
、
有
明
医

療
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
看
護
師
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

（
貸
付
対
象
者
）
 

（
貸
付
対
象
者
）
 

第
３
条
 
病
院
事
業
管
理

者
（
以
下
「
管
理
者
」
と

い
う
。
）
は
、
将
来
市
民

病

院
の
看
護
師
と
し
て
業
務

に
従
事
し
よ
う
と
す
る
看

護
学
生
に
対
し
、
看
護
学

生
奨
学
金
（
以
下
「
奨
学

金
」
と
い
う
。
）
を
貸
し

付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
他
の
団
体
で
業

務
に
従
事
す
る
こ
と
を
条

件
と
し
た
奨
学
金
制
度
を

利
用
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
対
象
と
し
な
い
。
 

第
３
条
 
病
院
事
業
管
理

者
（
以
下
「
管
理
者
」
と

い
う
。
）
は
、
将
来
有
明

医

療
セ

ン
タ

ー
の

看
護

師
と

し
て

業
務

に
従

事
し

よ
う

と
す

る
看

護
学

生
に

対

し
、
看
護
学
生
奨
学
金
（

以
下
「
奨
学
金
」
と
い
う

。
）
を
貸
し
付
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
他

の
団
体
で
業
務
に
従
事
す

る
こ
と
を
条
件
と
し
た
奨

学
金
制
度
を
利
用
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
対
象
と
し
な
い
。
 

（
返
還
の
免
除
）
 

（
返
還
の
免
除
）
 

第
７
条
 
管
理
者
は
、
借

受
者
が
養
成
施
設
を
卒
業

し
て
２
年
以
内
（
卒
業
後

直

ち
に
保
健
師
又
は
助
産
師

を
養
成
す
る
施
設
で
修
学

す
る
場
合
は
、
当
該
施
設

を
卒
業
し
て
２
年
以
内
。

第
９
条
第
１
項
第
２
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
市
民

病
院
の
看
護
師
と
し
て
業

務
に
従
事
し
た
場
合
に
お

い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
っ
た
と
き
は
、
奨
学
金

の
返
還
及
び
利
息
の
支
払

の
全
部
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
７
条
 
管
理
者
は
、
借

受
者
が
養
成
施
設
を
卒
業

し
て
２
年
以
内
（
卒
業
後

直

ち
に
保
健
師
又
は
助
産
師

を
養
成
す
る
施
設
で
修
学

す
る
場
合
は
、
当
該
施
設

を
卒
業
し
て
２
年
以
内
。

第
９
条
第
１
項
第
２
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
有
明

医
療
セ
ン
タ
ー
の
看
護
師

と
し
て
業
務
に
従
事
し
た

場
合
に
お
い
て
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は

、
奨
学
金
の
返
還
及
び
利

息
の
支
払
の
全
部
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(
１
)
 
市
民
病
院
で
の
業
務
に
従
事
し
た
期
間
（
以
下
「
勤
務
期
間
」
と
い
う
。
）

の
月

数
が

奨
学

金
の

貸
付

け
を

受
け

て
い

た
期

間
の

月
数

の
1
.
5
倍

に
相

当

す
る
月
数
に
達
し
た
と
き
。
 

(
１
)
 
有
明
医
療
セ
ン
タ
ー
で
の
業
務
に
従
事
し
た
期
間
（
以
下
「
勤
務
期
間
」

と
い
う
。
）
の
月
数
が
奨
学
金
の
貸
付
け
を
受
け
て
い
た
期
間
の
月
数
の
1
.
5

倍
に
相
当
す
る
月
数
に
達
し
た
と
き
。
 

(
２
)
 
略
 

(
２
)
 
略
 

２
 
略
 

２
 
略
 

第
８
条
 
略
 

第
８
条
 
略
 

(
１
)
 
略
 

(
１
)
 
略
 

(
２
)
 
市
民
病
院
の
都
合

に
よ
り
、
看
護
師
採
用
試

験
を
受
験
で
き
な
か
っ
た

と
き
。
 

(
２
)
 
有
明
医
療
セ
ン
タ

ー
の
都
合
に
よ
り
、
看
護

師
採
用
試
験
を
受
験
で
き

な
か
っ
た
と
き
。
 

(
３
)
 
略
 

(
３
)
 
略
 

（
返
還
の
義
務
）
 

（
返
還
の
義
務
）
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現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

第
９
条
 
略
 

第
９
条
 
略
 

(
１
)
 
略
 

(
１
)
 
略
 

(
２
)
 
養
成
施
設
を
卒
業

し
て
２
年
以
内
に
、
市
民

病
院
の
看
護
師
採
用
試
験

に
合
格
し
な
か
っ
た
と
き

、
又
は
合
格
し
て
い
る
が

看
護
師
免
許
を
取
得
で

き
な
か
っ
た
と
き
。
 

(
２
)
 
養
成
施
設
を
卒
業

し
て
２
年
以
内
に
、
有
明

医
療
セ
ン
タ
ー
の
看
護
師

採
用
試
験
に
合
格
し
な
か

っ
た
と
き
、
又
は
合
格
し

て
い
る
が
看
護
師
免
許

を
取
得
で
き
な
か
っ
た
と
き
。
 

(
３
)
 
略
 

(
３
)
 
略
 

２
・
３
 
略
 

２
・
３
 
略
 

 

附
 
則
 

こ
の
条
例
は
、
令
和
５
年
1
0
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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荒
尾
市
民
病
院
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
表
 

 

現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 

（
特
別
の
使
用
料
及
び
手
数
料
）
 

（
特
別
の
使
用
料
及
び
手
数
料
）
 

第
４
条
 
前
２
条
に
定
め

る
も
の
の
ほ
か
、
使
用
料

及
び
手
数
料
（
消
費
税
及

び

地
方
消
費
税
を
含
む
。
）
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

第
４
条
 
前
２
条
に
定
め

る
も
の
の
ほ
か
、
使
用
料

及
び
手
数
料
（
消
費
税
及

び

地
方
消
費
税
を
含
む
。
）
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

(
１
)
 
略
 

(
１
)
 
略
 

(
２
)
 
手
数
料
 

(
２
)
 
手
数
料
 

 
ア
～
ツ
 
略
 

 
 

 
ア
～
ツ
 

略
 

 
 

 
 

 
 

 
テ
 
医
師

面
談
料
 

１
回
に
つ

き
 

1
1
,
0
0
0
円
 

(
３
)
 
保
険
外
併
用
療
養
費
 

(
３
)
 
保
険
外
併
用
療
養
費
 

 
ア
～
ウ
 
略
 

 
 

ア
～
ウ
 

略
 

 

 
エ
 
医
療
行
為
で
は
あ
る
が
治
療
中

の
疾
病
又
は
負
傷
に
対
す
る

も
の
で
は
な
い
も
の
に
係
る
費
用

の
う
ち
感
染
症
の
予
防
に
適

応
を
持
つ
医
薬
品
の
投
与
に
係
る

も
の
 

 
 

エ
 
医
療

行
為
で
は
あ
る
が
治
療
中
の
疾
病
又
は
負
傷
に
対
す
る

も
の
で

は
な
い
も
の
に
係
る
費
用
の
う
ち
感
染
症
の
予
防
に
適

応
を
持

つ
医
薬
品
の
投
与
に
係
る
も
の
 

 

 
(
ア
)
 
イ
ナ
ビ
ル
吸
入
粉
末
剤
2
0
ｍ
ｇ
 
１
処
方
に

つ
き
 

5
,
3
2
0
円
 

 
(
ア
)
 

イ
ナ
ビ
ル
吸
入
粉
末
剤
2
0
ｍ
ｇ
 
１
処
方
に

つ
き
 

5
,
6
1
0
円
 

 
(
イ
)
 
リ
レ
ン
ザ
 

１
処
方
に

つ
き
 

3
,
9
8
0
円
 

 
 

 
 

 
(
ウ
)
 
タ
ミ
フ
ル
カ
プ
セ
ル
7
5
 

１
処
方
に

つ
き
 

3
,
7
2
0
円
 

 
(
イ
)
 

タ
ミ
フ
ル
カ
プ
セ
ル
7
5
 

１
処
方
に

つ
き
 

3
,
3
8
0
円
 

 
(
エ
)
 
タ
ミ
フ
ル
ド
ラ
イ
シ
ロ
ッ

プ

３
％
 

１
処
方
に

つ
き
 

3
,
7
2
0
円
 

 
(
ウ
)
 

タ
ミ
フ
ル
ド
ラ
イ
シ
ロ
ッ
プ

３
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１
処
方
に

つ
き
 

2
,
5
0
0
円
 

 
(
オ
)
 
オ
セ
ル
タ
ミ
ビ
ル
7
5
ｍ
ｇ

 
１
処
方
に

つ
き
 

2
,
1
9
0
円
 

 
(
エ
)
 

オ
セ
ル
タ
ミ
ビ
ル
7
5
ｍ
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１
処
方
に

つ
き
 

2
,
0
6
0
円
 

 
(
カ
)
 
オ
セ
ル
タ
ミ
ビ
ル
ド
ラ
イ

シ
ロ

ッ
プ
３
％
 

１
処
方
に

つ
き
 

2
,
1
9
0
円
 

 
(
オ
)
 

オ
セ
ル
タ
ミ
ビ
ル
ド
ラ
イ
シ
ロ

ッ
プ

３
％
 

１
処
方
に

つ
き
 

1
,
7
3
0
円
 

 
 

 
 

 
(
カ
)
 

ゾ
フ
ル
ー
ザ
2
0
ｍ
ｇ
４
錠
 

１
処
方
に

1
1
,
5
8
0
円
 

議第49号資料
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現
 
 
 
 
 
 

 
行
 

改
 
 
 
正
 
 
 
後
 つ

き
 

 
 

 
 

 
(
キ
)
 

ゾ
フ
ル
ー
ザ
2
0
ｍ
ｇ
２
錠
 

１
処
方
に

つ
き
 

6
,
2
2
0
円
 

 
 

 
 

 
(
ク
)
 

ゾ
フ
ル
ー
ザ
2
0
ｍ
ｇ
１
錠
 

１
処
方
に

つ
き
 

3
,
5
3
0
円
 

(
４
)
～
(
７
)
 
略
 

(
４
)
～
(
７
)
 
略
 

(
８
)
 
巻
き
爪
に
対
す
る
ワ
イ
ヤ
ー
治
療
 

(
８
)
 
巻
き
爪
に
対
す
る
ワ
イ
ヤ
ー
治
療
 

 
ア
～
ウ
 
略
 

 
 

 
ア
～
ウ
 

略
 

 
 

 
エ
 
材
料
費
（
ワ
イ
ヤ
ー
）
 

１
本
に
つ

き
 

4
,
4
0
0
円
 

 
エ
 
材
料

費
（
ワ
イ
ヤ
ー
）
 

１
本
に
つ

き
 

3
,
1
0
0
円
 

(
９
)
 
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
相
談
料
（
他
の

医
療
機
関
に
お
い
て
診
療
を
受
け
て
い
る
者

又
は
そ
の
家
族
等
が
、
当
該
診
療
に
つ
い
て

主
治
医
以
外
の
医
師
か
ら
意
見
、
説
明
等
を

聴
く
た
め
に
行
う
相
談
に
係
る
使
用
料
を
い

う
。
）
 

3
0
分
に
つ

き
 

7
,
8
4
0
円
 

(
９
)
 
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
相
談
料
（
他
の

医
療
機
関
に
お
い
て
診
療
を
受
け
て
い
る
者

又
は
そ
の
家
族
等
が
、
当
該
診
療
に
つ
い
て

主
治
医
以
外
の
医
師
か
ら
意
見
、
説
明
等
を

聴
く
た
め
に
行
う
相
談
に
係
る
使
用
料
を
い

う
。
）
 

3
0
分
に
つ

き
 

7
,
7
0
0
円
 

２
 
略
 

２
 
略
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こ
の
条
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は
、
令

和
５
年
７
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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市道路線の廃止及び認定について 

 

 

廃止及び認定の概要 

 

 廃止する路線状況 認定する路線状況 

路 線 数 ７９４路線 ８０８路線 

総 延 長（ｍ） 298,334.3 298,469.8 

実 延 長（ｍ） 289,771.6 288,867.4 

舗装済延長（ｍ） 287,659.0 287,998.0 

舗 装 率（％） 99.3 99.7 

 

議第50号資料
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 路線番号 路　線　名 起　　点 終　　点
重要な
経過地

１ 尾田峰南外平線 荒尾市宮内出目字下西田３８７番１地先 荒尾市宮内出目字南外平５１番１地先 なし

２ 上西田南新地線 荒尾市宮内出目字猿鼻２２６番４地先 荒尾市大島字外磯１１６２番１地先 なし

３ 外磯境崎線 荒尾市大島字外磯 荒尾市万田字境崎 なし

 路線番号 路　線　名 起　　点 終　　点
重要な
経過地

１００１ 朝日区西原線 荒尾市大島１００番２地先 荒尾市西原町１丁目１７７番地先 なし

２００１ 西原桜町線 荒尾市四ツ山町３丁目１０９番地先 荒尾市原万田３２１番２地先 なし

３００１ 尾田峰南外平線 荒尾市宮内出目３１７番１地先 荒尾市宮内出目５１番１地先 なし

路線番号 認定路線数

　１００１番～１９９９番 １２路線

　２００１番～２９９９番 １１路線

　３００１番～ ７８５路線

８０８路線

１級幹線道路

道路種別

計

※全路線の起終点は、議決後に一覧を告示し、荒尾市道路網図により路線位置を掲載する。

１　市道幹線道路及び路線番号の見直し

２　枝線部分の見直し

３　小字表記の削除

認定する市道路線は、幹線道路とその他路線を次のとおり区別する。

　略

　略

　略

　略

廃止路線７９４路線

認定路線８０８路線

その他路線

２級幹線道路

延長３５ｍ以上の枝線は１路線として認定する。

１路線として認定

尾田峰南外平線

起点：荒尾市宮内出目字下西田387番1地先

終点：荒尾市宮内出目字南外平51番1地先

尾田峰南外平線

起点：荒尾市宮内出目387番1地先

終点：荒尾市宮内出目51番1地先

小字表記を削除

L＝35ｍ以上

２路線として認定
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１ 歳入歳出予算補正                                                             

(単位:千円)

国県支出金 地方債 その他

一般管理費（会計年度任用職員
任用）

2,446 2,446
□雇用保険料率の改定による
・健康労働保険料　　　　　　　 2,446

総合政策課人件費（産休・育休
代替職員任用）

1,996 1,996

□会計年度任用職員1人任用
・非常勤職員報酬　             1,430
・期末手当　                     191
・共済組合負担金　               121
・健康労働保険料　               164
・費用弁償　                      90

普通財産施設改修費 14,300 14,300
□旧第二小学校外壁塗装等改修
・修繕費　　　　　　　　　　　14,300

基金費（総合政策課） 177,249 177,249

□前年度運用益金、ふるさと応援寄附
金、企業版ふるさと納税寄附金及び子ど
も未来基金寄附金のマッチング・ギフト
方式による積立て
・子ども未来基金積立金　     167,248
・企業版ふるさと納税基金積立金
                            　10,001

基金費（くらしいきいき課） 368,350 368,350
□前年度運用益金及びふるさと応援寄附
金の積立て
・ふるさと応援基金積立金　   368,350

コミュニティ助成事業費 7,500 7,500

□コミュニティ無線放送システムの整備
補助（牛水上区、高浜区、大正町公民
館）
・コミュニティ助成事業助成金　 7,500
（財源）
　・コミュニティ助成金         7,500

定住情報発信事業費 3,091 2,273 818

□移住体験ツアーの実施
・移住体験ツアー委託料　       3,091
（財源）
　・県補助金　                 2,273

マイナンバーカード交付円滑化
推進事業費

1,175 1,175

□マイナポイントの申込期限延長（令和
5年9月末）による
・非常勤職員報酬　　　　　　　 1,175
（財源）
　・国庫補助金　               1,175

住民票等コンビニ交付事業費 255 255

□コンビニ交付手数料の減額に伴う交付
件数の見込増（新型コロナウイルス感染
症対応地方創生臨時交付金活用事業）
・手数料　　　　　　　　　　　　 255

監査委員費（会計年度任用職員
任用）

1,236 1,236

□会計年度任用職員1人任用
・非常勤職員報酬　             　902
・期末手当　                     141
・共済組合負担金　                88
・健康労働保険料　               105

２款計 577,598 3,448 7,500 566,650

２
総
務
費

令和５年度荒尾市一般会計補正予算（第４号）資料

款 事業名
事業費

（補正予算）

左　　の　　財　　源　　内　　訳
説　　　　明

（積算の基礎等）
特　　定　　財　　源

一般財源

議第51号資料
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１ 歳入歳出予算補正                                                             

(単位:千円)

国県支出金 地方債 その他

令和５年度荒尾市一般会計補正予算（第４号）資料

款 事業名
事業費

（補正予算）

左　　の　　財　　源　　内　　訳
説　　　　明

（積算の基礎等）
特　　定　　財　　源

一般財源

社会福祉総務費 240 240

□県補助単価の改定による
・民生・児童委員協議会運営費補助金
                               　240
（財源）
　・県補助金　                   240

社会福祉総務費（会計年度任用
職員任用）

1,953 1,953

□会計年度任用職員1人任用
・非常勤職員報酬　             1,430
・期末手当　                     191
・共済組合負担金　               138
・健康労働保険料　               156
・費用弁償　                      38

国民健康保険特別会計繰出金 8,522 8,522
□特別会計人件費補正による
・国民健康保険特別会計繰出金   8,522

介護保険特別会計繰出金 △ 7,981 △ 7,981
□特別会計人件費補正による
・介護保険特別会計繰出金     △7,981

電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金事業費

12,687 12,687
□令和4年度国庫補助金の精算
・返還金　　　　　　　　　　  12,687

電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金事業費（市分）

262,699 262,699

□住民税非課税世帯等に対する電力・ガ
ス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給
付事業費及び支給に伴う事務経費（新型
コロナウイルス感染症対応地方創生臨時
交付金活用事業）
・普通旅費                      　10
・消耗品費                     　 55
・修繕費　                       900
・郵便料　                        10
・電話料　                        11
・手数料　                       902
・住民情報システム改修委託料　   440
・緊急支援給付金申請受付等業務委託料
　　　　　　　　　　　　　　　17,371
・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支
援給付金　　　　　　　　　　 243,000

住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金事業費

59,111 59,111
□令和3年度及び令和4年度国庫補助金の
精算
・返還金　　　　　　　　　　　59,111

後期高齢者医療特別会計繰出金 986 986
□特別会計人件費補正による
・後期高齢者医療特別会計繰出金　 986

放課後児童クラブ運営委託事業
費

567 182 385

□土曜日及び長期休暇期間における開所
時間の繰上げ（午前8時→午前7時30分）
による
・事業運営委託料                 567
（財源）
　・国庫補助金                  　91
　・県補助金　                    91

医療レセプトシステム改修事業
費

1,890 1,836 54

□医療扶助に係るオンライン資格確認の
導入に伴うシステム改修等
・修繕費　                        21
・通信運搬費　                    54
・生活保護システム改修委託料   　550
・ネットワーク回線改修委託料　 1,100
・使用料　                       165
（財源）
　・国庫補助金　               1,836

３款計 340,674 2,258 338,416

３
民
生
費
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１ 歳入歳出予算補正                                                             

(単位:千円)

国県支出金 地方債 その他

令和５年度荒尾市一般会計補正予算（第４号）資料

款 事業名
事業費

（補正予算）

左　　の　　財　　源　　内　　訳
説　　　　明

（積算の基礎等）
特　　定　　財　　源

一般財源

保健総務費（産休・育休代替職
員任用）

2,463 2,463

□会計年度任用職員1人任用
・非常勤職員報酬　　　　　　 　1,823
・期末手当　                     244
・共済組合負担金               　129
・健康労働保険料　               229
・費用弁償　                      38

し尿処理費（会計年度任用職員
任用）

1,885 1,885

□会計年度任用職員1人任用
・非常勤職員報酬　　　　　　　 1,431
・期末手当　                     151
・共済組合負担金　               109
・健康労働保険料　               156
・費用弁償　                      38

４款計 4,348 4,348

新型コロナウイルス対策事業費
（農業振興）

58,750 58,750

□農水産業者へのエネルギー価格高騰に
対する支援（新型コロナウイルス感染症
対応地方創生臨時交付金活用事業）
・農水産業エネルギー価格高騰対応支援
金　　　　　　　　　　　　　　58,750

６款計 58,750 58,750

商工総務費（産休・育休代替職
員任用）

1,766 1,766

□会計年度任用職員1人任用
・非常勤職員報酬               1,308
・期末手当                       175
・共済組合負担金                 108
・健康労働保険料                 157
・費用弁償                        18

商工振興費 500 500
□県派遣職員の旅費負担金
・派遣職員旅費負担金　　　　　　 500

新型コロナウイルス対策事業費
（産業振興）

233,600 233,600

□プレミアム付商品券の発行及び中小企
業者へのエネルギー価格高騰に対する支
援（新型コロナウイルス感染症対応地方
創生臨時交付金活用事業）
・プレミアム付商品券発行支援事業補助
金　　　　　　　　　　　　 　110,000
・エネルギー価格高騰対策がんばる支援
金　　　　　　　　　　　　　 123,600

誘客・ＰＲ事業費 6,000 6,000

□宿泊、飲食等に利用できるデジタルチ
ケットの発行（新型コロナウイルス感染
症対応地方創生臨時交付金活用事業）
・宿泊施設、飲食店等支援事業補助金
　　　　　　　　　　　　　　　 6,000

万田坑施設改修費 6,996 6,996
□第一竪坑安全対策工事
・工事請負費　　　　　　　　　 6,996

万田炭鉱館施設改修費 3,102 3,102
□南側屋根防水改修工事
・工事請負費　                 3,102

７款計 251,964 251,964

４
衛
生
費

６
農
林
水
産
業
費

７
商
工
費
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１ 歳入歳出予算補正                                                             

(単位:千円)

国県支出金 地方債 その他

令和５年度荒尾市一般会計補正予算（第４号）資料

款 事業名
事業費

（補正予算）

左　　の　　財　　源　　内　　訳
説　　　　明

（積算の基礎等）
特　　定　　財　　源

一般財源

道路維持費（会計年度任用職員
任用）

1,887 1,887

□会計年度任用職員1人任用
・非常勤職員報酬　             1,384
・期末手当　                     185
・共済組合負担金　               109
・健康労働保険料               　171
・費用弁償　                      38

南新地土地区画整理事業特別会
計繰出金

2,228 2,228

□特別会計人件費補正及び事業推進支援
に係る労務単価の上昇による
・南新地土地区画整理事業特別会計繰出
金                             2,228

８款計 4,115 4,115

消防団員費 8,861 8,861

□消防団員退職報償金（23人分）
・報償金　                     8,861
（財源）
　・共済基金　　　　　　　　　 8,861

消防団・自主防災組織等連携促
進支援事業費

2,000 2,000

□防災フェスタの開催等による地域防災
力の向上
・報償金　                       200
・普通旅費　                      20
・消耗品費　                     812
・食糧費　                        60
・印刷製本費                    　90
・移動動物園委託料             　180
・移動水族館委託料             　105
・似顔絵ブース委託料            　60
・備品購入費                   　473
（財源）
　・国庫補助金               　2,000

９款計 10,861 2,000 8,861

いきいき芸術体験教室事業費 50 50
□県実施事業を活用した小学校における
舞台芸術の鑑賞及び体験
・公演委託料　                    50

中央公民館施設改修費 1,760 1,760
□電気遮断機更新
・修繕費　　　　　　　　　　 　1,760

10款計 1,810 1,810

長期債元金償還金 7,488 △ 7,488

□公営住宅の管理事務に係る人件費の減
額による充当財源の組替え
（財源）
　・住宅使用料現年分　　　　　 7,488

12款計 7,488 △ 7,488

款　合　計 1,250,120 7,706 23,849 1,218,565

各款職員等人件費 958 895 239 △ 176

（財源）
　・住宅使用料現年分       　△7,488
　・国庫補助金                   888
　・県補助金                       7
　・大牟田・荒尾清掃施設組合派遣職員
    人件費負担金               7,727

補　正　額 1,251,078 8,601 24,088 1,218,389

一般財源
・新型コロナウイルス感染症対応地方創
生臨時交付金　　　　　　　　 512,372
・熊本県物価高騰対応生活者支援交付金
　　　　　　                  50,832
・財政調整基金繰入金         655,185

補正前の額 24,686,912 7,275,118 480,600 1,462,658 15,468,536

合　　　計 25,937,990 7,283,719 480,600 1,486,746 16,686,925

９
消
防
費

10
教
育
費

12
公
債
費

８
土
木
費
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【歳入】

補正前の額 補正額 補正後の額

6款
 繰入金

623,940 8,522 632,462

100,000 0 100,000

723,940 8,522 732,462

6,628,908 0 6,628,908

7,352,848 8,522 7,361,370

【歳出】

補正前の額 補正額 補正後の額

1款
 総務費

92,653 8,522 101,175

　 15,969 0 15,969

108,622 8,522 117,144

7,244,226 0 7,244,226

7,352,848 8,522 7,361,370

令和５年度荒尾市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）資料

（単位：千円）

区　　分 補正の理由

一般会計繰入金 人事異動等に伴う増額

その他

計

その他

歳入合計

（単位：千円）

区　　分 補正の理由

一般管理費 人事異動等に伴う増額

その他

計

その他

歳出合計

議第52号資料
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＜保険事業勘定＞

【歳入】

補正前の額 補正額 補正後の額

1款
 保険料

928,375 △ 619 927,756

77,719 0 77,719

1,006,094 △ 619 1,005,475

4款
 国庫支出金

53,430 △ 1,034 52,396

その他 1,384,135 0 1,384,135

1,437,565 △ 1,034 1,436,531

6款
 県支出金

26,715 △ 516 26,199

762,878 0 762,878

789,593 △ 516 789,077

9款
 繰入金

53,926 △ 7,465 46,461

26,715 △ 516 26,199

919,934 0 919,934

1,000,575 △ 7,981 992,594

1,486,695 0 1,486,695

5,720,522 △ 10,150 5,710,372

【歳出】

補正前の額 補正額 補正後の額

1款
 総務費

119,627 △ 10,169 109,458

61,124 0 61,124

180,751 △ 10,169 170,582

2,335 19 2,354

228,268 0 228,268

230,603 19 230,622

5,309,168 0 5,309,168

5,720,522 △ 10,150 5,710,372

計

計

計

計

計

その他

一般管理費

5,744,332千円となります。

令和５年度荒尾市介護保険特別会計補正予算（第１号）資料

（単位：千円）

区　　分 補正の理由

現年度分特別徴収保険料 人事異動等に伴う減額

その他

地域支援事業交付金
（総合以外）

人事異動等に伴う減額

地域支援事業交付金
（総合以外）

人事異動等に伴う減額

その他

職員給与費等繰入金 人事異動等に伴う減額

地域支援事業繰入金
（総合以外）

人事異動等に伴う減額

人事異動等に伴う減額

その他

歳入合計

（単位：千円）

区　　分 補正の理由

当初の介護保険特別会計予算は5,754,482千円で、その内訳は、保険事業勘定5,720,522千円、介護

サービス事業勘定33,960千円です。

今回の1号補正により、保険事業勘定を10,150千円減額しますので、1号補正後の介護保険特別会計予算は

その他

その他

歳出合計

5款
 地域支援事業費

包括的・継続的ケアマネジ
メント支援事業費

その他

人事異動等に伴う増額

計

議第53号資料
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【歳入】         （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額 補正の理由

4款
 繰入金

41,538 986 42,524 人事異動等に伴う増額

250,091 0 250,091

291,629 986 292,615

6款
 諸収入

7,864 △ 797 7,067 派遣職員の人事異動等に伴う減額

25,849 0 25,849

33,713 △ 797 32,916

619,026 0 619,026

944,368 189 944,557

【歳出】         （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額 補正の理由

1款
 総務費

46,563 189 46,752 人事異動等に伴う増額

2,504 0 2,504

49,067 189 49,256

895,301 0 895,301

944,368 189 944,557

令和５年度荒尾市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）資料

区     分

事務費繰入金

その他

計

雑入

その他

計

その他

歳出合計

その他

計

その他

歳入合計

区     分

一般管理費

議第54号資料
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【歳入】         （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額 補正の理由

5款
 繰入金

146,615 2,228 148,843 委託料等の増額

533,700 0 533,700

680,315 2,228 682,543

【歳出】         （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額 補正の理由

1款
 総務費

99,475 2,228 101,703 委託料等の増額

580,840 0 580,840

680,315 2,228 682,543

令和５年度荒尾市南新地土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）資料

区     分

一般会計繰入金

歳出合計

その他

一般管理費

その他

歳入合計

区     分

議第55号資料
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